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協
会
は
、
12
日
に
開
い
た

第
23
回
理
事
会
で
、
声
明

「
納
税
者
の
権
利
を
侵
害
す

る
国
税
通
則
法
改
悪
に
反
対

す
る
〜 

『
納
税
者
権
利
憲

章
』
制
定
こ
そ
が
政
府
の
課

題
」
を
採
択
し
た
。
声
明

は
、
首
相
は
じ
め
、
関
係
閣

僚
や
各
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に

送
付
し
た
。
全
文
を
紹
介
す

る
。

　
　
　

◇　

◆　

◇

　

２
０
１
１
年
度
税
制
改
正

法
案
が
今
国
会
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
中
で
、
国
税

通
則
法
を
「
国
税
に
係
る
共

通
的
な
手
続
き
並
び
に
納
税

者
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す

る
法
律
」
に
名
称
を
変
更

し
、「
納
税
者
権
利
憲
章
」

を
国
税
庁
に
策
定
さ
せ
る
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
納
税

環
境
整
備
」
の
名
の
下
に
納

税
者
の
権
利
を
侵
害
し
よ
う

09年度の個別指導の指摘事項から、頻度の高
い項目について解説した指導対策講習会＝５
日、Ｍ＆Ｄホール

　

具
体
的
に

は
、
①
事
前
通

知
不
要
の
税
務

調
査
の
法
定
化

②
帳
簿
書
類
等

の
提
示
・
提
出

の
義
務
化
（
カ

ル
テ
を
含
む
）

③
税
務
調
査
の

期
間
の
延
長

（
３
年
か
ら
５

年
へ
）
④
白
色

申
告
へ
の
記
帳

強
要
⑤
反
面
調

査
の
法
定
化
⑥

修
正
申
告
の
強

要
⑦
再
調
査
の

法
定
化―

―

な

ど
申
告
納
税
制

度
を
根
本
か
ら

否
定
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

医
療
機
関
に

と
っ
て
カ
ル
テ
の
提
示
・
提

に
互
い
の
法
的
地
位
（
国
民

出
の
義
務
化
は
、
刑
法
に
定

の
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
行

政
権
の
執
行
）
の
尊
重
の
上

に
立
っ
た
信
頼
関
係
の
存
在

が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
来
、

政
府
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
税
通

則
法
の
改
悪
で
は
な
く
、
実

情
に
即
し
た
適
切
な
「
納
税

者
権
利
憲
章
」
の
制
定
で
あ

る
。
今
改
悪
は
、
50
年
前
の

政
府
の
悲
願
で
あ
っ
た
「
課

税
権
力
強
化
」
を
目
論
み
、

国
民
へ
の
さ
ら
な
る
徴
収
攻

勢
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
断

じ
て
容
認
で
き
な
い
。

　

医
療
機
関
の
経
営
や
国
民

の
生
活
に
、
多
大
な
影
響
を

お
よ
ぼ
す
こ
と
は
必
至
で
あ

り
、
国
税
通
則
法
の
改
悪
に

断
固
反
対
す
る
。

　

２
０
１
１
年
３
月
12
日

　

大
阪
府
歯
科
保
険
医
協
会

　

第
23
回
理
事
会

め
ら
れ
た
守
秘

義
務
違
反
と
な

る
重
大
な
問
題

で
あ
る
。
我
わ

れ
は
納
税
者
の

権
利
を
守
る

「
納
税
者
権
利

憲
章
」
の
制
定

を
一
貫
し
て
求

め
て
き
た
が
、

こ
の
改
悪
は
納

税
者
を
犯
罪
人

扱
い
し
、
税
金

を
取
り
放
題
と

す
る
「
納
税
者

義
務
法
」
と
言

わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

申
告
納
税
制

度
を
実
効
あ
る

も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
行
政

と
納
税
者
の
間

　

協
会
社
保
研
究
部
は
５

日
、「
個
別
指
導
対
策
講
習

会
」
を
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
開

き
、
96
人
が
参
加
し
た
。
講

師
の
安
積
中
社
保
研
究
部
副

部
長
は
、
最
近
の
指
導
の
傾

向
を
説
明
し
、『
カ
ル
テ
記

載
を
中
心
と
し
た
指
導
対
策

テ
キ
ス
ト
』
を
用
い
て
、
普

段
か
ら
心
が
け
た
い
対
策
上

の
留
意
点
を
解
説
し
た
。

　

安
積
氏
は
、
医
療
費
抑
制

を
目
的
と
し
た
指
導
強
化
へ

の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
日

常
の
カ
ル
テ
記
載
の
重
要
性

を
強
調
し
た
。

　

個
別
指
導
に
お
け
る
最
近

の
指
摘
事
項
と
し
て
、
画
像

診
断
の
所
見
や
実
地
指
に
お

け
る
衛
生
士
に
指
示
し
た
内

容
の
記
載
不
備
な
ど
、
協
会

が
開
示
請
求
で
得
た
２
０
０

９
年
度
個
別
指
導
の
指
摘
事

項
か
ら
、
頻
度
の
高
い
20
項

目
を
紹
介
し
、
注
意
し
て
お

き
た
い
カ
ル
テ
記
載
の
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

ま
た
、
大
阪
で
の
個
別
指

導
の
選
定
基
準
は
、
患
者
な

ど
か
ら
の
「
情
報
提
供
に
よ

る
も
の
」「
過
去
に
個
別
指

導
を
受
け
た
医
療
機
関
の
再

指
導
」
と
報
告
し
た
。

　

そ
の
他
、
個
別
指
導
時
に

は
、
不
適
切
な
指
導
を
是
正

さ
せ
る
効
果
が
あ
る
録
音
や

弁
護
士
の
帯
同
を
積
極
的
に

活
用
す
る
こ
と
を
紹
介
し
、

ま
ず
は
、
通
知
が
来
た
ら
す

ぐ
に
協
会
に
相
談
し
て
ほ
し

い
と
呼
び
か
け
た
。

老後保障から教育費まで・生活設計を応援します

保険医年金保険医年金保険医年金保険医年金
【予定利率（最低保証利率）】

【ご加入例】

月払月払
10口
（10万円）

70歳から10年確定年金で受給の場合
受給月額 　　　　約37万円
受給総額　　　約4,429万円
◎掛け金総額　　3,600万円

短期のご利用では積立金が掛け金を下回ります

加入加入

1.258258％
3月1日から0.002％増加しました

　４月１日
から

　４月１日
から

　申込受付
開始！

　申込受付
開始！

２ ３月１日から受託生保（三井・明治
安田・富国・ソニー）に日本・太陽が
加わり合計６社となり、安定性・安
全性がさらに高まりました ３ 制度発足以来、年金受給者の

受給額をカットしたことはあ
りません

●月　払：１口１万円（通算30口まで）
●一時払：１口50万円（毎回40口まで）加入口数
満74歳までの協会会員
月払の増口・一時払は満79歳まで加入資格

1 発足43年、加入者約５万７千人、
積立金は総額１兆１千億円を超え
る大型年金制度です

40
歳

≪資料請求≫　大阪府歯科保険医協会・共済部 　06-6568-7731 　06-6568-0564 までTEL FAX

納税者の権利を侵害する
国税通則法改悪に反対する

実
地
指
の
記
載
不
備
に
注
意

社保研究部

個 別 指 導
対策講習会

頻
出
の
指
摘
事
項
を
解
説

と
す
る
改
悪
で
あ
る
。

　

臨
床
・
学
術
部
は
、
牛
窪

敏
博
氏
（
東
大
阪
市
開
業
）

を
講
師
に
生
涯
研
修
講
座

「
再
根
管
治
療
の
グ
ロ
ー
バ

ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
目
指
し

て
」
を
６
日
に
開
い
た
。
会

員
１
４
２
人
が
参
加
し
た
。

　

最
初
に
根
管
治
療
の
根
本

原
理
を
解
説
し
、
①
機
械
的

根
管
拡
大
②
機
械
的
拡
大
と

ヒ
ポ
ク
ロ
③
水
酸
化
カ
ル
シ

ウ
ム
製
剤
と
機
械
的
根
管
拡

大
、
ヒ
ポ
ク
ロ
と
の
菌
の
減

少
具
合―

―

を
述
べ
、
残
り

を
緊
密
な
根
充
で
細
菌
を
カ

後
２
〜
４
カ
月
で
早
期
の
治

癒
が
多
く
み
ら
れ
、
１
年
で

聞
い
た
上
で
、
治
癒
傾
向
に

あ
る
か
を
観
察
す
る
。
治
療

ッ
ト
す
る
と
話
し
た
。
ま
た

無
菌
的
処
置
と
し
て
、
ラ
バ

ー
ダ
ム
防
湿
・
滅
菌
器
具
・

精
密
な
仮
封
を
い
い
、
コ
ロ

ナ
ル
・
リ
ー
ケ
ー
ジ
に
つ
い

て
説
明
し
た
。

　

歯
冠
側
か
ら
の
細
菌
漏
洩

を
防
ぐ
方
法
と
し
て
、
①
根

管
治
療
後
は
速
や
か
に
修
復

処
置
へ
②
コ
ア
築
造
の
時
に

感
染
を
起
こ
さ
な
い
③
質
の

高
い
修
復
処
置
を
行
う―

―

な
ど
を
紹
介
。
根
管
治
療
の

重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、

①
根
管
へ
の
ア
ク
セ
ス
②
根

尖
へ
の
ア
ク
セ
ス
③
根
管
再

形
成
④
抗
菌
療
法―

―

に
つ

い
て
述
べ
た
。

　

バ
イ
オ
メ
カ
ニ
カ
ル
な
根

管
形
成
に
つ
い
て
は
、
作
業

長
は
測
り
直
す
事
が
大
事

で
、
根
管
充
填
は
マ
イ
ク
ロ

バ
イ
オ
ロ
ジ
ー
を
考
え
る

と
、
根
管
拡
大
形
成
は
最
低

で
も
＃
35
以
上
は
必
要
と
指

摘
し
た
。

　

簡
単
に
抜
歯
を
せ
ず
、
希

望
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ

り
、
様
子
を
み
る
。
ど
れ
く

ら
い
前
に
治
療
を
し
た
か
を

簡単に抜歯をせずに、治癒傾向を観察することが大切と強調す
る牛窪敏博氏（左）と、会場いっぱいの参加者（右）＝６日、
Ｍ＆Ｄホール

臨床・学術部

３月度生涯研
〝
４
年
間
未
完
治
な
ら
再
治
療
〞

根
尖
性
歯
周
炎　

牛
窪
氏
が
指
摘

89
％
の
歯
が
治
癒
の
徴
候
を

示
す
こ
と
や
、
根
尖
性
歯
周

炎
は
４
年
以
内
に
完
治
し
な

け
れ
ば
再
治
療
を
行
っ
た
方

が
よ
い
こ
と
、
外
科
的
治
療

を
考
え
る
こ
と
な
ど
を
紹
介

し
た
。

　

ま
た
、
根
管
充
填
方
法
の

使
い
分
け
や
根
充
の
レ
ン
ト

ゲ
ン
の
取
り
方
、
非
定
型
歯

痛
に
つ
い
て
説
明
。
ク
ラ
ッ

ク
と
歯
根
破
折
に
つ
い
て
の

違
い
や
場
所
を
解
説
し
た
上

で
、
歯
根
破
折
に
つ
い
て
は

患
者
の
同
意
を
得
て
抜
歯
す

る
前
に
一
度
麻
酔
を
し
て
フ

ラ
ッ
プ
を
あ
け
て
歯
根
破
折

の
確
認
を
し
て
説
明
す
る
こ

と
な
ど
を
述
べ
、
質
疑
応
答

を
し
て
講
演
を
終
了
し
た
。

指
導
相
談
随
時

　

社
保
研
究
部
で
は
、
指
導

に
関
す
る
会
員
か
ら
の
個
別

相
談
を
随
時
受
け
付
け
て
い

る
。
相
談
は
無
料
で
、
事
前

予
約
制
。
お
申
し
込
み
や
お

問
い
合
わ
せ
は
、
協
会
事
務

局
（
☎
06―
６
５
６
８―

７

７
３
１
）
ま
で
。


